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二
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京
都
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第
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十
六
号
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パ
ー
キ
ン
グ

・
メ
ー
タ
ー
の
作
動
及
び
パ
ー
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グ
・
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ッ
ト
の
発

給
に
伴
う
手
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の
徴
収
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託
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規

則

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
八
十
八
号

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
百
三

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
イ
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、

「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
十
三
条
第
五

項
」
を
「
第
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ぬ
を
か
と
し
、
ほ

か
ら
り
ま
で
を
り
か
ら
わ
ま
で
と
し
、
に
を
と
と
し
、
と
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ち

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
及
び
協
力
の
要
請

第
一
条
第
三
号
中
は
を
へ
と
し
、
ヒ
か
ら
ろ
ま
で
を
ス
か
ら
ほ
ま

で
と
し
、
ヱ
を
モ
と
し
、
モ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
及
び
協
力
の
要
請

第
一
条
第
三
号
中
シ
を
ヒ
と
し
、
ル
か
ら
ミ
ま
で
を
ワ
か
ら
ヱ
ま

で
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
第
十
六
条
の
二
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
中
ヌ
を
ヲ
と
し
、
ヘ
か
ら
リ
ま
で
を
チ
か
ら
ル

ま
で
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

法
第
十
五
条
第
八
項
（
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
五
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
調
査
に
応
ず
べ
き
こ
と
の

命
令

ト

法
第
十
五
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
（
法
第
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及

び
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
書
面
に
よ
る
通
知
及
び

書
面
の
交
付

第
一
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

よ

省
令
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
書
面
に
よ
る
通
知
及
び
書
面
の
交
付

た

省
令
第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
書
面
に
よ
る
通
知
及
び
書
面
の
交
付

れ

省
令
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
書
面
に
よ
る
通
知
及
び
書
面
の
交
付

そ

省
令
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
書
面
に
よ
る
通
知
及
び
書
面
の
交
付

第
二
条
中
「
リ
及
び
ユ
」
を
「
ル
、
ヲ
及
び
ミ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
面
積
（
単

位
平
方
メ
ー
ト

ル
）
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法
第
四
十
二
条

令
和
三
年
七

狛
江
市
岩
戸
北

廃
止
面
積

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

月
六
日

二
丁
目
千
三
百

二
十
二
番
十
一

の
一
部

〇
・
一
六

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ア
ジ
ャ
ス
ト
リ
ア
ル
タ
ー

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

山
﨑

崇
矢

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
十
二
番
四
号

コ
イ

ト
ビ
ル
二
〇
三
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
〇
〇
〇
六
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

二

処
分
年
月
日

令
和
三
年
七
月
十
三
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
七
号

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
す
る
指
定
代
理
納
付
者
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規

則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
豊
洲
二
丁
目
二
番
三
十
一
号

㈡

株
式
会
社
ジ
ェ
ー
シ
ー
ビ
ー

東
京
都
港
区
南
青
山
五
丁
目
一
番
二
十
二
号

二

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十

九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
並
び
に
東
京
都
情
報

公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
第
十
七
条
第
一

項
、
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
東
京

都
条
例
第
百
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
東
京
都
特
定
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第

百
四
十
一
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
手
数
料
の

う
ち
警
察
署
の
収
入
に
属
す
る
も
の

三

指
定
日

令
和
三
年
七
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
八
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
六
号
（
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー

タ
ー
の
作
動
及
び
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
に
伴
う
手
数
料

の
徴
収
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

「
中
部
安
全
サ
ー
ビ
ス
保
障
株
式
会
社

愛
知
県
弥
富
市
佐
古
木

一
丁
目
十
四
番
地
一
」
を
「
株
式
会
社
Ｇ
Ｆ
Ｍ

愛
知
県
名
古
屋
市

中
村
区
名
駅
四
丁
目
二
十
六
番
二
十
二
号
」
に
改
め
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

三
鷹
市
牟
礼
二
丁
目
千
二
百
十
番

九
、
同
番
九
地
先
、
同
番
十
か
ら

同
番
十
二
ま
で
、
同
番
十
四
か
ら

同
番
十
六
ま
で
、
千
二
百
四
十
番

三
、
同
番
四
、
千
二
百
四
十
一
番

二
、
千
二
百
四
十
二
番
十
、
千
二

百
四
十
四
番
三
の
一
部
及
び
同
番

五

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

千
葉
雄
二
郎

調
布
市
深
大
寺
北
町
一
丁
目
十
番

一
の
一
部
、
同
番
一
地
先
、
同
番

二
の
一
部
、
同
番
二
地
先
、
同
番

三
の
一
部
及
び
同
番
五
（
第
二
工

区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
八
番

十
三
号

テ
ィ
ー
ア
ラ
ウ
ン
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
橋

博
範

東
久
留
米
市
八
幡
町
三
丁
目
六
百

四
十
五
番
及
び
六
百
四
十
六
番

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


